
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
溶射材を溶射層を形成すべき基材表面に溶射して該基材表面に溶射層を形成する溶射方法
であって、
該溶射材は溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からなり、該溶射層を形成すべき該基
材表面と溶射方向のなす溶射角度を溶射初期において小さくその後溶射角度を大きくし、
該基材表面に近い該溶射層の下方部分を該基材表面より遠い該溶射層の上方部分より溶融
温度の低い溶射粒子で形成された材質の割合を多く溶融温度の高い溶融粒子で形成された
材質の割合を少なくした溶射層を形成することを特徴とする溶射方法。
【請求項２】
アルミニウム合金製の本体部の少なくとも一部表面に、０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭
素鋼粒子にアルミニウム合金粒子を１０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下

混合した粒状の溶射材を半溶融状態で吹き付けて、該溶射材が該表
面に衝突して薄片状に押し広げられ、その状態で凝固した薄片が堆積した溶射層を形成す
る溶射工程と、得られた溶射層を研削もしくは切削してその形成面を摺動面とする摺動面
形成工程と、からなる溶射層を摺動面とする摺動部材の製造方法であって、
前記溶射工程は前記溶射材を前記摺動面に対して平行もしくは斜め方向から吹きつけ、該
溶射材を該摺動面を含む方向に堆積させる工程であり、
前記摺動面形成工程は堆積した前記溶射材を堆積方向に研削もしくは切削して該溶射材の
堆積断面を摺動面とする工程である、
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ことを特徴とする溶射層を摺動面とする摺動部材の製造方法。
【請求項３】
シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング溝をもつピストンであって、
該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を持つピストン本体と、
溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子を用い、該幅広溝を区画する基材表面と溶射方向
のなす溶射角度を溶射初期において小さくその後溶射角度を大きくして溶射することによ
り、該基材表面に近い下方部分を該基材表面より遠い上方部分より溶融温度の低い溶射粒
子で形成された材質の割合を多く溶融温度の高い溶融粒子で形成された材質の割合を少な
くした溶射層と、
該溶射層を研削もしくは切削して形成された該リング溝とを持つことを特徴とするピスト
ン。
【請求項４】
シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング溝をもつピストンであって、
該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を持つアルミニウム合金製のピストン本体と、
０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭素鋼粒子にアルミニウム合金粒子を１０ｗｔ％以上５０
ｗｔ％以下 混合した粒状の溶射材を該ピスト
ン本体の該幅広溝内に該外周面と直交する方向に溶射して、該溶射材が該幅広溝を区画す
る表面に衝突して薄片状に押し広げられ、その状態で凝固した薄片が該幅広溝の深さ方向
に堆積した溶射層と、
該溶射層の積層方向に研削もしくは切削して形成されたリング溝とを持つことを特徴とす
るピストン。
【請求項５】
シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング溝をもつピストンの製造方法
であって、
ピストン本体の該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を形成する幅広溝形成工程と、
溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からなる溶射材を該幅広溝を区画する面に対して
溶射角度の低い斜め方向に溶射し溶融温度の低い溶射粒子で形成された材質の割合が多い
下方溶射層を形成する第１溶射工程と、
該下方溶射層の上に該第１溶射工程より溶射角度の高い方向に溶射し該下方溶射層より溶
融温度の低い溶射粒子で形成された材質の割合が少ない上方溶射層を形成する第２溶射工
程と、
該上方溶射層を研削もしくは切削して該リング溝を形成するリング溝形成工程と、
からなることを特徴とするピストンの製造方法。
【請求項６】
シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング溝をもつピストンの製造方法
であって、
アルミニウム合金製のピストン本体の該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を形成する
幅広溝形成工程と、
該ピストン本体の該幅広溝内に、０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭素鋼粒子にアルミニウ
ム合金粒子を１０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下
混合した粒状の溶射材を、該外周面と直交する方向に溶射し、該溶射材が該幅広溝を区画
する表面に衝突して薄片状に押し広げられ、その状態で凝固した薄片を該幅広溝の深さ方
向に堆積させ溶射層を形成する溶射工程と、
該溶射層の積層方向に研削もしくは切削して該リング溝を形成するリング溝形成工程と
からなることを特徴とするピストンの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は堆積方向に溶射材の異なる溶射方法、耐摩耗性に優れた摺動面をもつ摺動部材の
製造方法および耐摩耗性に優れたリング溝をもつピストンおよびピストンの製造方法に関
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する。
【０００２】
【従来の技術】
ディーゼルエンジンのピストントップリング溝部はアルミニウム製ピストンにとって熱的
に厳しい。特に近年の排気ガス清浄規制に伴い、ディーゼルエンジンのオイル消費を抑え
、且つ燃焼温度の高温化が要求されている。この動きは、ピストンリングおよびピストン
に益々厳しいものであり、上記の方法においても限界に近い状況にある。すなわち、ピス
トンリング溝とりわけトップリング溝では十分なオイル潤滑や冷却が期待できないため、
ピストンリングとの間で摩耗が生じる。
【０００３】
これに対し、従来よりピストントップリング溝部に溶射により耐熱・耐摩耗層を形成して
対応しようとする試みが検討されてきた。
溶射は基材を選ばず、しかも溶射材の自由度が高いため、多数の耐摩耗材の溶射が報告さ
れている。
ところで、自動車用ディーゼルエンジンのピストンリング溝は入口が２ｍｍ程度で奥行き
が５ｍｍという矩形の溝であるため、直進的な溶射フレームでは溶射角度が極端に小さく
なり、溝形状に沿った溶射層の被覆は困難である。
【０００４】
これに対し、特開平５ー４４８３８号公報では図１７に示すように溝上端部を面取りして
、溶射角度を確保する方法を考案している。この方法では溝下面には溶射層が形成される
が、上面は盛金により修復するため、プロセスが複雑化し、しかも溝全面が処理されてい
ないため、局部的な凝着や摩耗の発生が懸念される。さらに、溶射角度が被処理面に垂直
でないため、溶射皮膜の密着強度の低下や溝奥に跳ね返り粒子が堆積しポーラス層の形成
など皮膜品質が劣化することが懸念される。
【０００５】
【発明が解決しょうとする課題】
本発明は前記した問題点を解決するもので、従来の溶射で形成された摺動面より耐磨耗性
が高くかつ安定した、溶射層を摺動面とする摺動部材の製造方法およびピストンを提供す
ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者は２種類以上の溶射粒子からなる溶射材を溶射面に対して斜めに溶射すると溶融
温度の低い溶射粒子が優先的に溶射面に付着し溶射材の組成とは異なり溶融温度の低い溶
射粒子の組成が高い溶射層が得られることを発見した。そして溶射面に対する溶射角度を
変化させることにより溶射層の組成を幾分変えられることを確認した。
【０００７】
また、本発明者は溶射により溶射層を形成するとき、溶射される個々の溶射材粒子は被溶
射体に衝突し、薄い円板状に押しつぶされて被溶射体表面に溶着することに着目した。そ
してこれら薄い円板状に押しつぶされて堆積して形成された溶射層の堆積方向と直角方向
、即ち、個々の溶射材粒子の円板状に広がる方向の面が通常摺動面として利用されている
ことに気が付いた。そこで溶射層の積層方向に切断して得られる切断面に着目した。そし
て積層された個々の溶射材粒子の耐脱落性、切断面の単位表面積に表出する個々の溶射材
粒子の数等から考慮し、溶射層の積層方向に切断して得られる切断面の耐磨耗性が優れか
つ摩擦係数が安定していると考えた。本発明者はかかる仮説を実験により確認した。
【０００８】
本発明はこれらの発見に基づいてなされたものである。
本発明の溶射方法は、溶射材を溶射層を形成すべき基材表面に溶射して該基材表面に溶射
層を形成する溶射方法であって、
該溶射材は溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からなり、該溶射層を形成すべき該基
材表面と溶射方向とのなす溶射角度を溶射初期において小さくその後溶射角度を大きくし
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、該基材表面に近い該溶射層の下方部分を該基材表面より遠い該溶射層の上方部分より溶
融温度の低い溶射粒子で形成された材質の割合を多く溶融温度の高い溶融粒子で形成され
た材質の割合を少なくした溶射層を形成することを特徴とする。
【０００９】
また、本発明の溶射層を摺動面とする摺動部材の製造方法は、アルミニウム合金製の本体
部の少なくとも一部表面に、０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭素鋼粒子にアルミニウム合
金粒子を１０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下 混合
した粒状の溶射材を半溶融状態で吹き付けて、該溶射材が該表面に衝突して薄片状に押し
広げられ、その状態で凝固した薄片が堆積した溶射層を形成する溶射工程と、得られた溶
射層を研削もしくは切削してその形成面を摺動面とする摺動面形成工程と、からなる溶射
層を摺動面とする摺動部材の製造方法であって、前記溶射工程は前記溶射材を前記摺動面
に対して平行もしくは斜め方向から吹きつけ、該溶射材を該摺動面を含む方向に堆積させ
る工程であり、前記摺動面形成工程は堆積した前記溶射材を堆積方向に研削もしくは切削
して該溶射材の堆積断面を摺動面とする工程であることを特徴とする。
【００１０】
本発明のピストンは、シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング溝をも
つピストンであって、該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を持つピストン本体と、溶
融温度の異なる２種類以上の溶射粒子を用い、該幅広溝を区画する基材表面と溶射方向の
なす溶射角度を溶射初期において小さくその後溶射角度を大きくして溶射することにより
、該基材表面に近い下方部分を該基材表面より遠い上方部分より溶融温度の低い溶射粒子
で形成された材質の割合を多く溶融温度の高い溶融粒子で形成された材質の割合を少なく
した溶射層と、該溶射層を研削もしくは切削して形成された該リング溝とを持つことを特
徴とする。
また、本発明のピストンは、シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリング
溝をもつピストンであって、該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を持つアルミニウム
合金製のピストン本体と、０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭素鋼粒子にアルミニウム合金
粒子を１０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下 混合し
た粒状の溶射材を該ピストン本体の該幅広溝内に該外周面と直交する方向に溶射して、該
溶射材が該幅広溝を区画する表面に衝突して薄片状に押し広げられ、その状態で凝固した
薄片が該幅広溝の深さ方向に堆積した溶射層と、該溶射層の積層方向に研削もしくは切削
して形成されたリング溝とを持つことを特徴とする。
【００１１】
本発明のピストンの製造方法は、シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１個のリ
ング溝をもつピストンの製造方法であって、ピストン本体の該外周面に該リング溝より幅
広の幅広溝を形成する幅広溝形成工程と、溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からな
る溶射材を該幅広溝を区画する面に対して溶射角度の低い斜め方向に溶射し溶融温度の低
い溶射粒子で形成された材質の割合が多い下方溶射層を形成する第１溶射工程と、該下方
溶射層の上に該第１溶射工程より溶射角度の高い方向に溶射し該下方溶射層より溶融温度
の低い溶射粒子で形成された材質の割合が少ない上方溶射層を形成する第２溶射工程と、
該上方溶射層を研削もしくは切削して該リング溝を形成するリング溝形成工程とからなる
ことを特徴とする。
また、本発明のピストンの製造方法は、シリンダ内周面と摺接する外周面に少なくとも１
個のリング溝をもつピストンの製造方法であって、アルミニウム合金製のピストン本体の
該外周面に該リング溝より幅広の幅広溝を形成する幅広溝形成工程と、該ピストン本体の
該幅広溝内に、０．３ｗｔ％以上の炭素を含む炭素鋼粒子にアルミニウム合金粒子を１０
ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下 混合した粒状の溶
射材を、該外周面と直交する方向に溶射し、該溶射材が該幅広溝を区画する表面に衝突し
て薄片状に押し広げられ、その状態で凝固した薄片を該幅広溝の深さ方向に堆積させ溶射
層を形成する溶射工程と、該溶射層の積層方向に研削もしくは切削して該リング溝を形成
するリング溝形成工程とからなることを特徴とする。
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【００１２】
【作用及び発明の効果】
本発明の溶射方法は、溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からなる溶射材を使用し、
溶射角度を変えるだけで形成される溶射層の組成割合を変えることができる。これにより
、例えば、基材に接する溶射層の下方部分には基材と親和性の良い材料の割合を高くし、
上方部分には、溶射層に期待される特性をもつ材料の割合を高くした溶射層が得られる。
【００１３】
本発明の溶射層を摺動面とする摺動部材の製造方法は、摺動部材の本体部の摺動面を形成
しようとする表面に溶射材を堆積して溶射層を形成する。その後得られた溶射層の積層方
向に摺動面を形成し、摺動部材を得る方法である。摺動面には溶射により円板状に堆積す
る個々の溶射材の端面が表出している。このため摺動面に表出する一個の溶射材の面積は
狭い。すなわち、摺動面はより多くの数の溶射材により形成されている。従って、この摺
動面は特定の一個あるいは数個の溶射材の摩擦特性が現れにくく、全体の溶射材の平均し
た摩擦特性が現れる。このため、摩擦係数が安定する。
【００１４】
また、個々の溶射材は摺動面に対して立つように配列している。すなわち、摺動面を形成
する個々の溶射材の他端は摺動面より遠い内部に位置している。このため摺動面を形成す
る個々の溶射材は摺動面より脱落しにくい。このため脱落に起因する摩耗が少ない。また
、摺動面に表出する一個の溶射材の面積が狭いため、摺動により作用する一個の溶射材へ
の応力も小さくなる。このため一層溶射材の脱落が少なくなる。このため耐摩耗性が優れ
ている。
【００１５】
この特性は、本発明のピストンに最適であり、本発明のピストンのリング溝の耐摩耗性は
極めて優れている。
本発明のピストンの製造方法は、前記した本発明の溶射方法

をピストンの製造方法に使用したもので
同一の溶射材を使用して下方溶射層と上方溶射層を形成できる。そして上方溶射層

にリング溝を形成することにより、例えば、ピストン本体と一体性が高くかつ耐摩耗性の
高いリング溝とすることができる。
【００１６】
【実施例】
（実施例１）
本実施例は、溶射層の積層方向に研削して形成されたトップリング溝をもつＡｌ合金製の
ピストンおよびその製造方法に関する。
このピストンは図１にピストンの先端側部の拡大断面を示すように、Ａｌ合金製のピスト
ン本体１とこのピストン本体１の先端部を一周するように溶射で形成された溶射層２とこ
の溶射層２に形成されたトップリング溝３とからなる。ピストン本体１は、工程を模式的
に示す図２に示すように、その先端外周部には外周面を一周する断面台形状の溝１１をも
つ。この溝１１は、図１に明示するように、トップリング溝３より深くかつ巾広に形成さ
れている。本実施例では、深さがトップリング溝３の深さより少なくとも０．１ｍｍ深く
、底辺の巾もトップリング溝３の底辺より両側に少なくとも０．１ｍｍ広げた巾広のもの
としている。また、溝１１の斜面の角度は、側面に対して７５°の傾斜としている。
【００１７】
溶射層２は、図２に示すように、このピストン本体１の側面に対して垂直方向に溶射材を
吹き付け、溝１１を埋めたものである。粒子状の溶射材は半溶融状態で溝１１の底面に衝
突し底面に沿って薄い円板状に広がって凝着する。そして次々に溶射材が衝突堆積し、図
１の破線で示すように、溝１１の深さ方向に堆積し、溶射層２を形成する。
【００１８】
トップリング溝３はこの溶射層２を研削して形成したものである。トップリング溝３は、
図１に示すように、相対向し深さ方向に延びる対向面３１、３２と底面３３とで区画され
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、または前記した本発明の溶
射層を摺動面とする摺動部材の製造方法 ある。例
えば、



ている。対向面３１、３２は溶射材の堆積方向に延び、対向面３１、３２には各溶射材の
薄い側面が堆積した状態で表出している。これに対して、底面３３は溶射材が広がった方
向と平行で、底面３３には、溶射材が円板状に広がった状態で表出している。
【００１９】
トップリング溝３には、トップリング（図示せず）が介装され、トップリングと摺接する
。トップリングはシリンダ壁面と摺接し、シリンダ壁とピストンとの間の気密性を高める
作用をする。そしてピストンの往復動により、トップリングは、トップリング溝３の対向
面３１、３２に交互に当接する。
本実施例のピストンでは、このトップリング溝３の対向面３１、３２が溶射材の堆積断面
となっている。すなわち、摺動面となる対向面３１、３２には、溶射により円板状に堆積
する個々の溶射材の端面が表出している。このため対向面３１、３２に表出する一個の溶
射材の面積は狭い。すなわち、対向面３１、３２はより多くの数の溶射材により形成され
ている。従って、これらの対向面３１、３２は特定の一個あるいは数個の溶射材の摩擦特
性が現れにくく、全体の溶射材の平均した摩擦特性が現れる。このため、摩擦係数が安定
する。
【００２０】
また、個々の溶射材は対向面３１、３２に対して立つように配列している。すなわち、対
向面３１、３２を形成する個々の溶射材の他端は対向面３１、３２より遠い内部に位置し
ている。このため対向面３１、３２を形成する個々の溶射材は対向面３１、３２より脱落
しにくい。このため脱落に起因する磨耗が少ない。また、対向面３１、３２に表出する一
個の溶射材の面積が狭いため、摺動により作用する一個の溶射材への応力も小さくなる。
このため一層溶射材の脱落が少なくなる。このため耐磨耗性が優れたものとなる。
【００２１】
本実施例のピストンではそのトップリング溝３を形成する部分のみを溶射層２で形成した
。しかし他のリング溝をトップリング溝３と同じように溶射層に形成することもできる。
本実施例のピストンではトップリング溝３とピストン本体１の間の溶射層２の最も薄い部
分を０．１ｍｍとしている。これはピストン本体１がアルミニウム合金で作られているた
めで、例えば、ピストン本体が鉄合金製であれば、溶射層の最低厚さはもっと薄くても良
い。また、溶射層を形成するためのピストン本体に設けられた溝１１の傾斜面の溝角度を
本実施例では７５°としている。この溝角度θは密着力を維持するため、また跳ね返り粒
子による皮膜のポーラス化防止のため７５°以下であれば問題ないが、望ましくは６０°
以下が良い。しかし溝角度が小さくなるとそれだけ溝１１は開口部が広くなり溝１１の断
面積が増大し、必要とする溶射量も増大することになる。
【００２２】
本実施例の溶射層２を構成する溶射材には、耐摩耗性と耐熱性を有する他、厚膜化に耐え
るように内部応力が緩和できるものであり、しかも加工性に優れたものであるのが好まし
い。このような要求特性を満たす溶射材としては、溶射後の組成比で、５～４０ｗｔ％の
炭化物と５～５０ｗｔ％のＡｌ合金を含み、残部がマトリックスを形成する炭素鋼とする
のが好ましい。
【００２３】
マトリックスとなる炭素鋼は溶射層構造を維持するための材料であり、靱性と加工性の両
立を図るため必要な材料である。炭素鋼は溶射時の脱炭を考慮して０．３ｗｔ％以上の炭
素を含むものが好ましい。参考までに炭素鋼中の炭素量と溶射された溶射層の硬さの関係
線図を図３に示す。図３より炭素量０．３ｗｔ％でニレジスト合金（Ｈｖ：１４０～１５
０）より高い硬度のものとなる。なお、より好ましくは炭素量０．５ｗｔ％が良い。炭素
鋼中の０２ 　 量は０．５ｗｔ％以下ならば何でもよいが、望ましくは０．２ｗｔ％以下が
良好である。これらの要求を満たすものとしてはマルテンサイト系ステンレス鋼、工具鋼
なども含まれるがコストを考慮すると通常の炭素鋼で十分である。
【００２４】
また、炭化物としては硬さが比較的低く（Ｈｖ≒１０００程度）、相手材のピストンリン
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グ（窒化処理；Ｈｖ＝８００～１１００、Ｃｒメッキ；Ｈｖ＝７００～９００）を攻撃し
ないＣｒ炭化物（Ｃｒ３ 　 Ｃ２ 　 ：Ｈｖ１３００）、Ｍｏ炭化物（Ｍｏ２ 　 Ｃ：Ｈｖ１２
００）、Ｆｅ炭化物（Ｆｅ３ 　 Ｃ：Ｈｖ８００～１２００、ＦｅＣｒＣ：Ｈｖ８００～１
１００）、Ｔａ炭化物（ＴａＣ：Ｈｖ１８００）がこのましい。なお、硬質の炭化物、例
えばＴｉ炭化物（ＴｉＣ：Ｈｖ３２００）、Ｖ炭化物（Ｖ４ 　 Ｃ３ 　 ：Ｈｖ２８００）、
Ｎｂ炭化物（ＮｂＣ：Ｈｖ２４００）、Ｗ炭化物（ＷＣ：Ｈｖ２４００）等も使用できる
。
【００２５】
参考までに炭素鋼中の炭化物の添加量（ｗｔ％）と溶射層摩耗量（μｍ）およびリング材
摩耗量（μｍ）の関係線図を図４に示す。図４中、ＦｅＣｒ複合炭化物としてはＦｅ－６
０ｗｔ％Ｃｒ－１０ｗｔ％Ｃを用いた。評価試験は図５に示すように、Ａｌ合金基材に炭
化物の添加量を変えた鉄鋼材を溶射した溶射層を形成し、この溶射層にピストンリング材
を荷重６０ｋｇで押しつけ、回転数１６０ｒｐｍで６０分間回転させ、溶射層およびリン
グ材の摩耗量を求めたものである。なお、リング材としては１７％Ｃｒステンレス鋼を窒
化したものを用いた。なお、図４にはニレジスト鋳鉄に対する摩耗量を帯状の斜線で示し
た。図４に示すように５％以上の炭化物の添加により、摩耗量が減少していることが分か
る。一方、相手攻撃性は比較的軟質のＦｅＣｒ複合炭化物は少ないのに対し、ＴｉＣは相
手材の窒化層を摩耗させ著しい摩耗に到らしていることが分かる。
【００２６】
Ａｌ合金の添加は、基材Ａｌとの熱特性の緩和すなわち熱膨張率の違いによる応力を緩和
する効果を付与する働きをする。実際、溶射層の熱膨張率はＡｌの添加量に比例して基材
のアルミニウムに近づき、複合則が成り立つ。更にＡｌ合金の添加は加工性に著しく良好
な影響を与える。即ち、図６に示すように、Ａｌの１０ｗｔ％以上の添加で刃具の摩耗は
急激していく。これはＡｌが異種金属として溶射層中の炭素鋼や炭化物の間に存在するた
め、切り粉が微細になり、また、異種材の断続的存在により、加工応力の低下が生じ、こ
のため加工性が向上するものと予想される。
【００２７】
なお、Ａｌ合金の添加は前記した好ましい作用をするが、逆に溶射層の耐摩耗性を低下さ
せる。参考までに図７にＡｌ合金（Ａｌ－Ｓｉ合金）の添加量と摩耗量の関係線図を示す
。Ａｌ合金の添加量が増すと磨耗量も比例して多くなるのが判る。特に、５０ｗｔ％を越
えると一段と磨耗量の増加がみられる。これらより、Ａｌ合金の添加量は５０ｗｔ％以下
がよい。
【００２８】
図８に従来の溶射層の摺動面と個々の溶射材の形状の関係（ａ）と本発明の溶射層の摺動
面と個々の溶射材の形状の関係（ｂ）とを模式的に示す。従来では（ａ）に示すように、
摺動面は溶射層の堆積面に平行な面となっていた。即ち溶射層は堆積する際、燐片状（偏
平率は１：１０以上）に堆積するため、実質的に幾種類かの粉末を混合して溶射した場合
、少数の特定の粉末が摺動面を形成する。したがって、摺動面を形成する組成は、粉末の
分散状態により、偏った組成となってしまい、摩耗特性にばらつきが多くなる。これに対
し本発明の摺動面では、（ｂ）に示すように、溶射堆積方向に垂直な面を摺動面としてい
る。このため摺動面には異種材の出現確立が高くなり、複合させて高い摩擦特性を出す場
合に最適となる。
【００２９】
本発明の溶射層の摺動面の摩耗量と従来の溶射層の摺動面の磨耗量の比較結果を図９に示
す。これらの摩耗試験も前記したＬＦＷ１磨耗試験を採用したもので、Ａｌ合金基材に２
０ｗｔ％のＦｅ－Ｃｒ炭化物（Ｆｅ－６０Ｃｒ－１０Ｃ）と２０ｗｔ％Ａｌ合金（Ａｌ－
２０Ｓｉ）を配合した炭素鋼（Ｆｅ－０．８ｗｔ％Ｃ）を溶射して溶射層を形成し、従来
例の摺動面は堆積面と平行に研磨した面を採用し、本発明の摺動面は堆積面に対して垂直
に切断した垂直面とした。そして摩擦試験は、前記したのと同じ、１７％Ｃｒステンレス
鋼を窒化したリングを相手材とし、これら２種類の摺動面にそれぞれ荷重６０ｋｇで押し
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つけ、回転数１６０ｒｐｍで６０分間回転させ、溶射層の摩耗量を求めたものである。
【００３０】
図９より、本発明の溶射層の堆積表面に対して垂直な面を摺動面とするものは、従来の溶
射層の堆積表面に水平な面を摺動面とするものに比較し、溶射層摩耗量が少なく、摩耗量
のばらつきも少ないのがわかる。
さらに、ピストンリング溝の他の摩擦特性として摩耗とともに重要な凝着性を調査した。
凝着試験は雰囲気温度をピストン作動温度（２５０℃）にして、実用のピストンリングを
そのまま繰り返し溶射層に押しつける試験である。結果を図１０に示す。本発明の溶射層
の堆積表面に対して垂直な面を摺動面とするものは、従来の溶射層の堆積表面に水平な面
を摺動面とするものに比較し、凝着発生面積が少なく、耐凝着性にすぐれている。なお、
本発明の耐凝着性は従来のニレジスト鋳鉄耐摩環よりも優れたものである。この優れた特
性は、前記したように、積層した積層面が多数表出しているため、凝着現象が生じ難いも
のと考えられる。
【００３１】
次に摺動面を形成する溶射層の欠陥の影響について検討した。この欠陥は溶射時に発生す
る比較的大きな空洞、あるいは溶射堆積時、加工時等に生じる部分的な欠落に起因するも
のである。これらの欠陥は無ければ無い程好ましいが完全になくすことも困難である。図
１１に溶射時に生じる欠陥の量と摩耗の関係を調べた結果を示す。欠陥面積率が増加して
いくと摩耗も増加していく傾向がみられた。評価は乾燥雰囲気（潤滑なし）にて滑り摩耗
試験にて行った。潤滑無しでの試験のため、潤滑下の摩耗評価結果とは大きく異なってい
る。欠陥が１０％程度以上になると摩耗は増加傾向に転じる。このため欠陥は８％以下が
好ましい。なお、摩耗量の多い試料の摩耗面を見ると、溶射層の欠陥（脱落）が多く見ら
れ、このためこの溶射層の欠陥（脱落）が摩耗をより促進したものと考えられる。
【００３２】
なお、溶射層を形成する溶射材の材質等についてピストンのトップリング溝に適用した実
施例について説明した。しかし、本発明はピストンのトップリング溝にのみ適用されるも
のではなく、耐摩耗性を必要とする摺動面をもつ多くの機械要素、部品に適用できる。ま
た、溶射層を形成する母材もアルミニウムに限られるものではなく、鉄鋼材その他、他の
多くの構造材を母材とすることができる。溶射材の種類も相手材の材質、使用条件により
適宜選択できる。
（実施例２）
本実施例は、ピストン本体に接している部分の溶射層の材料組成とリング溝を形成する部
分の溶射層の材料組成がことなる溶射層をもつＡｌ合金製のピストンおよびその製造方法
に関する。なお、実施例１のピストンと同一部分を示す符号については本実施例のピスト
ンでも同一の符号を使用して説明する。
【００３３】
このピストンは図１２にピストンの先端側部の拡大断面を示すように、Ａｌ合金製のピス
トン本体１とこのピストン本体１の先端部を一周するように溶射で形成された溶射層２と
この溶射層２に形成されたトップリング溝３とからなる。ピストン本体１は、その先端外
周部に外周面を一周する断面台形状の溝１１をもつ。この溝１１は、開口部の幅８．３ｍ
ｍ、深さ５ｍｍ、底面の幅２．５ｍｍで、トップリング溝３より深くかつ巾広に形成され
、溝１１の斜面の角度は、側面に対して６０°の傾斜としている。
【００３４】
溶射層２は、溝１１の斜面上にこの斜面に対して３０°の角度で斜め方向から溶射された
下方溶射層２１と溝１１の底面上および両側の下方溶射層２１上に底面に対して垂直方向
に溶射された上方溶射層２２とからなる。トップリング溝３はこの上方溶射層２２を研削
して形成したものである。
本実施例では溶射材としては平均粒径４０μｍの炭素鋼９０重量部と平均粒径４０μｍの
アルミ合金１０重量部を配合した混合粉を使用した。
【００３５】
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溶射方法としてはＨＶＯＦ溶射法を採用した。下方溶射層２１は図１３に示すように、溝
１１の底面と一方の斜面をマスキング材４で覆い、他方の斜面上にこの斜面に対して図の
αの角度で溶射ガンより溶射して形成した。対向する一方の斜面も同様にして形成した。
その後マスキング材を使用せず、底面に直角に溶射して上方溶射層２２を形成したもので
ある。下方溶射層２１の成分組成は、アルミ合金３８重量％と炭素鋼６２重量％とからな
っていた。一方、上方溶射層２２の成分組成は、溶射材の成分組成に近いアルミ合金１５
重量％と炭素鋼８５重量％とからなっていた。
【００３６】
本実施例のトップリング溝３も実施例１のトップリング溝と同様、図１２に示すように、
相対向し深さ方向に延びる対向面３１、３２と底面３３とで区画されている。対向面３１
、３２は溶射材の堆積方向に延び、対向面３１、３２には各溶射材の薄い側面が堆積した
状態で表出している。これに対して、底面３３は溶射材が広がった方向と平行で、底面３
３には、溶射材が円板状に広がった状態で表出している。
【００３７】
本実施例２のピストンでは、実施例１のピストンと同様に、このトップリング溝３の対向
面３１、３２が溶射材の堆積断面となっている。すなわち、摺動面となる対向面３１、３
２には、溶射により円板状に堆積する個々の溶射材の端面が表出している。このため対向
面３１、３２に表出する一個の溶射材の面積は狭い。すなわち、対向面３１、３２はより
多くの数の溶射材により形成されている。従って、これらの対向面３１、３２は特定の一
個あるいは数個の溶射材の摩擦特性が現れにくく、全体の溶射材の平均した摩擦特性が現
れる。このため、摩擦係数が安定する。
【００３８】
また、個々の溶射材は対向面３１、３２に対して立つように配列している。すなわち、対
向面３１、３２を形成する個々の溶射材の他端は対向面３１、３２より遠い内部に位置し
ている。このため対向面３１、３２を形成する個々の溶射材は対向面３１、３２より脱落
しにくい。このため脱落に起因する磨耗が少ない。また、対向面３１、３２に表出する一
個の溶射材の面積が狭いため、摺動により作用する一個の溶射材への応力も小さくなる。
このため一層溶射材の脱落が少なくなる。このため耐磨耗性が優れたものとなる。
【００３９】
さらに、本実施例のピストンではそのトップリング溝３が形成されている上方溶射層２２
は下方溶射層２１を介してピストン本体１に保持されている。この下方溶射層２１を形成
するアルミ合金成分は３８重量％と上方溶射層２２を形成するアルミ合金成分の１５重量
％より多く、ピストン本体１のアルミ合金と近い成分組成となっている。このため、ピス
トン本体１と下方溶射層２１との親和性が高い。また、両者の熱膨張の差も少ない。下方
溶射層２１と上方溶射層２２とは成分組成が異なるが元々同一の溶射材を用いて形成され
たものであり、両者はより一体性が高い。このため上方溶射層２２はピストン本体１より
確実に保持されることになり、ピストン本体１と上方溶射層２２との間に比較的大きな熱
膨張の差がある場合でも、この差は下方溶射層２１により緩和され、ピストン本体１と下
方溶射層２１および上方溶射層２２との間に亀裂等の不都合が生じにくい。
【００４０】
なお、参考までに、図１３に示すように溶射面に対する溶射方向の角度αを変えた時の実
施例２で使用した溶射材の炭素鋼とアルミ合金の付着率の関係を図１４に、得られる溶射
層中のアルミ合金の組成との関係を図１５に示す。
図１４より、本実施例で使用した炭素鋼とアルミ材のように大きく溶融温度の異なる混粉
を溶射材とする場合、溶射角度により付着率が異なる。このため、図１５に示すように溶
射で形成された溶射層中の成分組成が大きく変化する。
【００４１】
付着率からの効率と溶射中の成分組成の変化の大きさから考え、下方溶射層を形成する第
１溶射工程の溶射角度は１５°～４５°程度が好ましい。また当然に第２溶射工程の溶射
角度は９０°に近い角度が好ましい。
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図１６に本実施例２の変形例を示す。この変形例では、第１溶射工程で溶射方向を溝１１
の接線方向に溶射しつつ、ピストン－本体１を回転しながら溶射し、また、少しずつ溝１
１と垂直になるように溶射して溝１１を形成する斜面および底面の全面に下方溶射層２１
を形成したものである。上方溶射層２２は実施例２と同様に底面と垂直に溶射して形成し
た。トップリング溝３は上方溶射層２２内に形成した。
【００４２】
本変形例では、下方溶射層２１が溝１１に近い程アルミ合金の組成割合が高い傾斜材とな
っている。そして下方溶射層２１と上方溶射層２２との境界は実質的に存在しない程に一
体化されている。従って本変形例はトップリング溝３を形成する上方溶射層２２がより確
実に溝１１に保持されることになる。
実施例２では、溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子からなる溶射材を使用した。この
ような溶射材を使用し、溶射層形成面に対して斜め方向に溶射すると完全には溶解してい
ない粒子が溶射層形成面に衝突しその形成面に補足されずに跳ね返って飛散するためと考
えられる。従って溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子を使用し、溶射条件を適当に調
節し一部の粒子が未溶融状態とし、溶射層形成面に斜め方向に溶射することにより、未溶
融粒子の成分の付着率が悪くなる。このため得られる溶射層は未溶融粒子の成分の割合が
少なくなる。
【００４３】
なお、溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子とは、溶射条件で溶融温度が異なる事を意
味する。具体的には、溶融点の異なる２種類以上の溶射粒子、粒子径が異なり、実質的に
大きな径の粒子の中央部が未溶融となるような粒子径の異なる２種類以上の溶射粒子を言
う。
なお、溶射材を構成する溶融温度の異なる２種類以上の溶射粒子として、目的に合わせ色
々組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１のピストンの先端部分の拡大断面図。
【図２】本発明の実施例１のピストンのトップリング溝を形成する過程を模式的に示す図
。
【図３】溶射材中の炭素量と溶射層の硬さの関係を示す線図。
【図４】溶射材中の炭化物添加量と溶射層磨耗量およびリング材磨耗量の関係を示す線図
。
【図５】ＬＦＷ１磨耗試験を模式的に示す図。
【図６】溶射材へのアルミニウム合金添加量と形成された溶射層の研削刃具の磨耗量の関
係を示す線図。
【図７】溶射材へのアルミニウム合金添加量と形成された溶射層の磨耗量の関係を示す線
図。
【図８】従来の溶射層の摺動面と本発明の溶射層の摺動面とを模式的に示す拡大断面図。
【図９】従来の摺動面をもつ溶射層および本発明の摺動面をもつ溶射層の磨耗量を示す図
。
【図１０】従来の摺動面をもつ溶射層および本発明の摺動面をもつ溶射層の凝着発生面積
を示す図。
【図１１】本発明の摺動面の欠陥の面積率と溶射層の磨耗量の関係を示す線図。
【図１２】本発明の実施例２のピストンの先端部分の拡大断面図。
【図１３】本発明の実施例２の第１溶射工程を示す拡大模式図。
【図１４】混合粉を溶射材としたときの溶射角度と付着率の関係を示す線図。
【図１５】混合粉を溶射材としたときの溶射角度と得られる溶射層中のアルミ合金の組成
割合を示す線図。
【図１６】本発明の実施例２の変形例のピストンの先端部分の拡大断面図。
【図１７】従来技術のピストンのトップリング溝の形成を模式的に示す図。
【符号の説明】
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１─ピストン本体　　　　２─溶射層　　　　　３─トップリング溝

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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